
号

外

三�
平

成
二
十
五
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

防

災

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す

る
岐
阜
県
地
震
災
害
警
戒
本
部
員
の
指
名
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
訓
令

(

防

災

課)

三

規

則

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
八
号

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
九
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
四
第
二
項
中｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
項
第
一
号
中｢

課
長
補
佐
相
当
職｣

を｢

課
長
補

佐
又
は
係
長
相
当
職｣

に
改
め
、｢

ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
局
総
務
企
画
課｣

を
削
る
。

第
六
条
第
三
項
第
一
号
中｢

振
興
局(

振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
を
含
む
。)｣

を ｢

岐
阜
地
域
調

岐
阜
地
域
環

岐
阜
地
域
産

出
納
管
理
課

振
興
局(

振

整
室

境
室

業
労
働
室

(

地
域
出
納
審
査
係
及
び
地
域
出
納
審
査
監
に
限
る
。)

興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
を
含
む
。)

｣

に
、｢

保
健
所(

保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務

所
を
含
む
。)｣

を｢
保
健
所(

保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
を
含
む
。)

岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所

｣

に
、｢

建
築
事
務
所｣

を｢

建リ

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日



清
流
の
国
づ

く
り
推
進
班

総
合
企
画
部

清
流
の
国
づ

く
り
推
進
課

長

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

１

鉄
道
輸
送
、
バ
ス
輸
送
等
の
災
害
対
策
の
支
援
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

２

リ
ニ
ア
推
進
事
務
所
の
災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

恵
み
の
森
づ

く
り
推
進
班

検
査
監
督
班

県
民
生
活
相

談
セ
ン
タ
ー

班 自
然
環
境
保

全
班

林
政
部

恵
み
の
森
づ

く
り
推
進
課

長
農
政
部

検
査
監
督
課

長
環
境
生
活
部

県
民
生
活
相

談
セ
ン
タ
ー

長
環
境
生
活
部

自
然
環
境
保

全
課
長

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

１

災
害
発
生
時
に
お
け
る
県
民
か
ら
の
電
話
問
合
せ
窓
口

に
関
す
る
こ
と
。

２

生
活
必
需
物
資
の
安
定
供
給
及
び
物
価
の
安
定
対
策
に

関
す
る
こ
と
。

３

災
害
対
策
用
物
資
の
確
保
等
に
関
す
る
こ
と
。

自
然
公
園
施
設
等
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

築
事
務
所

ニ
ア
推
進
事
務
所｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
三
項
中｢

、
振
興
局
長｣

を｢

振
興
局
長
及
び
岐
阜
地
域
総
括
監｣

に
、｢

、
振
興
局
副

局
長
及
び
振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
長
を
も
つ
て
充
て｣

を｢

振
興
局
副
局
長
、
振
興
局
に
置
か

れ
る
事
務
所
の
長
及
び
岐
阜
地
域
調
整
室
長
を｣

に
、｢

、
振
興
局
の｣

を｢

振
興
局
の｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中｢

ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
局
長｣

を
削
る
。

別
表
第
二
危
機
管
理
部
の
部
原
子
力
防
災
班
の
項
第
一
号
中｢

原
子
力
災
害
対
策
本
部｣

を｢

災
害

対
策
本
部｣

に
改
め
、｢

こ
と｣
の
下
に｢(

原
子
力
災
害
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
項

第
二
号
中｢(

原
子
力
災
害
を
除
く
。)｣
を
削
り
、｢

連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と｣

の
下
に｢(

原
子
力

災
害
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中｢

含
む
。)

｣

の
下
に｢

及
び
岐
阜
地
域
調
整
室｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

６

緊
急
時
迅
速
放
射
能
影
響
予
測
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
計
算
結
果
を
参
考
と
し
た
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
重
点
区
域
の
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
危
機
管
理
部
の
部
防
災
班
の
項
第
一
号
中｢

こ
と｣
の
下
に｢(

原
子
力
災
害
に
関
す
る

も
の
を
除
く
。
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。)｣
を
加
え
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十

一
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
六
号
中｢

含
む
。)｣

の
下
に

｢

及
び
岐
阜
地
域
調
整
室｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

２

災
害
対
策
本
部
の
事
務
局
に
関
す
る
こ
と
及
び
指
揮
統
括
・
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と(

原
子

力
災
害
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。)

。

別
表
第
二
総
合
企
画
部
の
部
情
報
企
画
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

庁
内
情
報
シ
ス
テ
ム
の
復
旧
及
び
そ
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
総
合
企
画
部
の
部
統
計
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
環
境
生
活
部
の
部
環
境
生
活
政
策
班
の
項
第
二
号
中｢

窓
口｣

の
下
に｢

の
調
整｣

を
加

え
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
部
清
流
の
国
づ
く
り
推
進
班
の
項
を
削
り
、
同
部
環

境
管
理
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

空
間
放
射
線
量
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
環
境
生
活
部
の
部
環
境
管
理
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
環
境
生
活
部
の
部
人
権
施
策
推
進
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
健
康
福
祉
部
の
部
保
健
医
療
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

６

社
会
福
祉
施
設(

保
健
医
療
課
所
管
分)

の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
農
政
部
の
部
農
政
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
林
政
部
の
部
林
政
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
都
市
建
築
部
の
部
公
共
交
通
班
の
項
事
務
分
掌
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
部
の
部
を
削
り
、
同
表
警
察
部
の
部
生
活
安
全
総
括
班
の
項
中
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緊
急
時

モ
ニ
タ

リ
ン
グ

チ
ー
ム

地
域
総
括
班リ

ー
ダ
ー

環
境
生
活
部
長

副
リ
ー
ダ
ー

環
境
生
活
部
次

長
警
察
本
部

地
域
部
参
事

官地
域
課
長

通
信
指
令
課

長

危
機
管
理
部
各

班環
境
管
理
班

生
活
衛
生
班

薬
務
水
道
班

農
政
班

森
林
整
備
班

水
道
企
業
班

１

警
察
通
信
及
び
通
信
機
器
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

２

避
難
所
等
の
安
全
確
保
等
に
関
す
る
こ
と
。

３

被
災
者
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

４

避
難
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

５

警
ら
用
無
線
自
動
車
及
び
警
察
用
航
空
機
の
運
用
に
関

す
る
こ
と
。

６

鉄
道
関
係
機
関
と
の
情
報
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
こ
と
。

リ
ニ
ア
推
進

班

リ
ニ
ア
推
進
事

務
所
長

リ
ニ
ア
の
災
害
対
策
の
支
援
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

｢
地
域
課
長

通
信
司
令
課
長｣

を
削
り
、
同
項
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

別
表
第
三
指
揮
総
括
チ
ー
ム
の
項
中 ｢
危
機
管
理
班

防
災
班

消
防
班

｣
を｢

危
機
管
理
部
各
班

警
備
総
括
班

｣

に
改
め
、
同
表
受

援
対
策
チ
ー
ム
の
項
中｢

消
防
班｣

を｢

消
防
班

警
備
総
括
班｣

に
改
め
、
同
表
災
害
情
報
集
約
チ
ー
ム
の
項

中｢

情
報
企
画
班｣

を｢

情
報
企
画
班

警
備
総
括
班｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
ヘ
リ
統
制
チ
ー
ム
の
項
中｢

生
活
安
全
総
括
班｣

を｢

地
域
総
括
班｣

に
改
め
、
同
表
渉

外
チ
ー
ム
の
項
中｢

総
務
企
画
班｣

を
削
り
、
同
表
食
料
物
資
チ
ー
ム
の
項
中｢

環
境
生
活
政
策
班｣

を｢

県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
班｣

に
改
め
る
。

別
表
第
四
岐
阜
支
部
の
項
中｢

岐
阜
振
興
局
内｣

を｢

岐
阜
地
域
調
整
室
内｣

に
改
め
る
。

別
表
第
五
総
務
班
の
項
中

｢

振
興
局

(

振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
を
含
む
。)

振
興
課
長｣

を

｢

振
興
局(

振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
を
含
む
。)

振
興
課
長

岐
阜
地
域
調
整
室
長

｣

に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
四
号
を

第
二
十
五
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

11

緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
五
建
築
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
岐
阜
県
地
震
災
害
警
戒
本
部

員
の
指
名
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
岐
阜
県
地
震
災
害
警
戒

本
部
員
の
指
名
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
岐
阜
県
地
震
災
害
警
戒
本
部

員
の
指
名
に
関
す
る
規
程(

昭
和
五
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



本
則
第
二
号
中｢

、
ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
局
長｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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